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○
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
新
旧
対
照
表

（
傍
線
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

辺
地
度
点
数

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
域
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
た
へ

一

辺
地
度
点
数

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
域
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
た
へ

ん
ぴ
な
程
度
を
示
す
点
数
を
い
う
。

ん
ぴ
な
程
度
を
示
す
点
数
を
い
う
。

二

駅
又
は
停
留
所

最
短
の
距
離
（
地
域
の
中
心
（
第
三
条
の
地
域
の
中
心
を

二

駅
又
は
停
留
所

最
短
の
距
離
（
地
域
の
中
心
（
第
三
条
の
地
域
の
中
心
を

い
う
。
）
か
ら
通
常
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
経
路
の
う
ち
最
短
の
も
の
の
長

い
う
。
）
か
ら
通
常
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
経
路
の
う
ち
最
短
の
も
の
の
長

さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
又
は
停
留
所
を
い
う
。

さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
又
は
停
留
所
を
い
う
。

三

小
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
小
学
校
の
本
校
を
い
う
。

三

小
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
小
学
校
の
本
校
を
い
う
。

四

中
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
中
学
校
の
本
校
を
い
う
。

四

中
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
中
学
校
の
本
校
を
い
う
。

五

高
等
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
高
等
学
校
（
定
時
制
の
課
程
の
み
の
高
等

五

高
等
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
高
等
学
校
（
定
時
制
の
課
程
の
み
の
高
等

学
校
を
除
く
。
）
の
本
校
を
い
う
。

学
校
を
除
く
。
）
の
本
校
を
い
う
。

五
の
二

中
等
教
育
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
中
等
教
育
学
校
の
本
校
を
い
う

五
の
二

中
等
教
育
学
校

最
短
の
距
離
に
あ
る
中
等
教
育
学
校
の
本
校
を
い
う

。

。

六

医
療
機
関

最
短
の
距
離
に
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。

六

医
療
機
関

最
短
の
距
離
に
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。

七

郵
便
局

最
短
の
距
離
に
あ
る
郵
便
局
を
い
う
。

七

郵
便
局

最
短
の
距
離
に
あ
る
郵
便
局
を
い
う
。

八

船
着
場

最
短
の
距
離
に
あ
る
定
期
航
行
船
の
発
着
場
を
い
う
。

八

船
着
場

最
短
の
距
離
に
あ
る
定
期
航
行
船
の
発
着
場
を
い
う
。

九

交
通
機
関

旅
客
運
賃
を
徴
し
て
交
通
の
用
に
供
す
る
鉄
道
、
軌
道
及
び
索

九

交
通
機
関

旅
客
運
賃
を
徴
し
て
交
通
の
用
に
供
す
る
鉄
道
、
軌
道
及
び
索

道
並
び
に
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
を
い
う
。

道
並
び
に
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
を
い
う
。

十

定
期
航
行

船
着
場
を
有
す
る
海
上
運
送
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

十

定
期
航
行

船
着
場
を
有
す
る
海
上
運
送
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
し
て
行
わ

八
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
し
て
行
わ

れ
る
交
通
を
い
う
。

れ
る
交
通
を
い
う
。
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十
一

近
傍
の
市
役
所
等

最
短
の
距
離
に
あ
る
市
の
事
務
所
若
し
く
は
当
該
地

十
一

近
傍
の
市
役
所
等

最
短
の
距
離
に
あ
る
市
の
事
務
所
又
は

当
該
地

域
を
含
む
郡
の
中
心
と
認
め
ら
れ
る
町
若
し
く
は
村
の
事
務
所
又
は
そ
の
他
こ

域
を
含
む
郡
の
中
心
と
認
め
ら
れ
る
町
若
し
く
は
村
の
事
務
所

れ
ら
に
準
ず
る
事
務
所
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

を
い
う
。

十
二

本
土

本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
沖
縄
の
本
島
（
本
土
に
至
近

十
二

本
土

本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
沖
縄
の
本
島
（
本
土
に
至
近

の
距
離
に
あ
る
た
め
、
定
期
航
行
に
よ
ら
な
く
と
も
本
土
と
の
交
通
が
容
易
な

の
距
離
に
あ
る
た
め
、
定
期
航
行
に
よ
ら
な
く
と
も
本
土
と
の
交
通
が
容
易
な

島
を
含
む
。
）
を
い
う
。

島
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
三

島

本
土
以
外
の
島
（
本
土
の
岬
等
に
あ
る
た
め
、
専
ら
海
上
の
交
通
に

十
三

島

本
土
以
外
の
島
（
本
土
の
岬
等
に
あ
る
た
め
、
専
ら
海
上
の
交
通
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
を
含
む
。
）
を
い
う
。

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
四

財
政
力
指
数

地
方
交
付
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号

十
四

財
政
力
指
数

地
方
交
付
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号

）
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法

）
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
市
町
村
の
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法

第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除

第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
基
準
財
政
需
要
額
で
除

し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た

し
て
得
た
数
値
で
当
該
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た

も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
を
い
う
。

も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
を
い
う
。

十
五

特
定
振
興
山
村

山
村
振
興
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第

十
五

特
定
振
興
山
村

山
村
振
興
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第

七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村
で
、
財
政
力
指
数
が
〇

七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村
で
、
財
政
力
指
数
が
〇

・
四
未
満
で
あ
る
市
町
村
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二

・
四
未
満
で
あ
る
市
町
村
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二

年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
過
疎
地
域

年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
過
疎
地
域

の
市
町
村
（
以
下
「
過
疎
地
域
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
区
域

の
市
町
村
（
以
下
「
過
疎
地
域
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
区
域

内
に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
。

内
に
所
在
す
る
も
の
を
い
う
。

十
六

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
市
町
村

半
島
振
興
法

（
昭
和
六
十
年
法
律

十
六

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
市
町
村

半
島
振
興
法

（
昭
和
六
十
年
法
律

第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策

第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策

実
施
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村
（
過
疎
地
域
の
市
町
村
を
除
く
。
）
を

実
施
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村
（
過
疎
地
域
の
市
町
村
を
除
く
。
）
を

い
う
。

い
う
。


